
(16)

被保険者（被扶養者）が出産し、出産育児一時金支給申請を役場窓口
へ提出するとにより被保険者に支給されます。

被保険者（被扶養者）が出産育児一時金の受取りを医療機関に代理
させる事前申請（出産予定日１ヵ月以内）を役場窓口へ提出するこ
とにより、医療機関窓口で支払う出産費用の額が軽減されます。
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※支給方法につきましては、①『現行支給方法』と②『改善支給方法』どちらかを選択し

ていただくことになります。


